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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
七
号

令
和
四
年
第
二
回
東
京
都
議
会
定
例
会
を
、
六
月
一
日
に
招
集
す

る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
八
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し

た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一

起
業
者
の
名
称

東
村
山
市

第
二

事
業
の
種
類

一
般
都
道
百
二
十
九
号
改
築
工
事
（
東
村
山

東
久
留
米
線
・
東
京
都
東
村
山
市
恩
多
町
五
丁
目
地
内
）

第
三

起
業
地

一

収
用
の
部
分

東
村
山
市
恩
多
町
五
丁
目
地
内

二

使
用
の
部
分

な
し

第
四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

本
件
申
請
に
係
る
事
業
は
、
以
下
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条

各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の

認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

一

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

申
請
に
係
る
事
業
は
、
東
村
山
市
恩
多
町
五
丁
目
地
内
の
一

般
都
道
東
村
山
清
瀬
線
と
の
交
差
部
か
ら
、
同
市
恩
多
町
一
丁

目
地
内
の
既
に
供
用
を
開
始
し
て
い
る
出
水
川
と
の
交
差
部
ま

で
の
、
延
長
六
百
二
十
一
メ
ー
ト
ル
の
区
間
を
全
体
計
画
区
間

と
す
る
「
一
般
都
道
百
二
十
九
号
改
築
工
事
」
（
以
下
「
本
事

業
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
既
に
用
地
取
得
が
完
了
し
て
工
事

中
の
部
分
を
除
い
た
起
業
地
に
係
る
部
分
で
あ
る
。

本
事
業
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
都
道
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
道
路
に
関

す
る
工
事
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す

る
道
路
法
に
よ
る
道
路
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を

充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

二

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

起
業
者
で
あ
る
東
村
山
市
（
以
下
「
起
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
一

条
の
三
第
二
項
の
普
通
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。

起
業
者
は
、
東
京
都
と
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
に
「
第
三

次
み
ち
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
パ
ー
ト
ナ
ー
事
業
」
に
係
る
都

道
整
備
に
関
し
て
受
託
施
行
の
基
本
協
定
及
び
用
地
取
得
委
託

協
定
を
締
結
し
て
お
り
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
は
同
事

業
の
継
続
事
業
で
あ
る
「
新
み
ち
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
パ
ー

ト
ナ
ー
事
業
」
に
係
る
都
道
整
備
に
関
し
て
受
託
施
行
の
基
本

協
定
及
び
用
地
取
得
委
託
協
定
を
締
結
し
て
い
る
の
で
、
本
事

業
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
権
限
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
「
第
三
次
み
ち
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
パ
ー
ト
ナ
ー
事

業
」
に
要
す
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
起
業
者
に
お
い
て
確
保
さ

れ
て
お
り
、
工
事
の
計
画
及
び
施
行
並
び
に
用
地
取
得
の
協
議

等
に
つ
い
て
は
、
起
業
者
の
職
員
が
用
地
取
得
の
円
満
解
決
に

向
け
て
関
係
者
と
協
議
を
続
け
て
い
る
な
ど
、
事
業
の
遂
行
に

当
た
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
起
業
者
は
本
事
業
を
遂
行
す
る
意
思
と

能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を

充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

三

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

㈠

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

一
般
都
道
百
二
十
九
号
東
村
山
東
久
留
米
線
（
以
下
「
本

路
線
」
と
い
う
。
）
は
、
東
村
山
市
本
町
二
丁
目
地
内
の
主
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要
地
方
道
十
六
号
立
川
所
沢
線
と
の
交
差
部
を
起
点
と
し
て
、

東
久
留
米
市
下
里
二
丁
目
地
内
主
要
地
方
道
四
号
東
京
所
沢

線
と
の
交
差
部
に
至
る
、
延
長
五
千
二
十
一
メ
ー
ト
ル
に
及

ぶ
多
摩
地
域
北
部
の
地
域
間
交
通
を
担
う
路
線
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
東
村
山
市
内
に
お
け
る
本
路
線
は
、
東
村
山
市
恩

多
町
三
丁
目
地
内
の
一
般
都
道
東
村
山
清
瀬
線
と
の
交
差
部

か
ら
同
市
恩
多
町
二
丁
目
地
内
の
東
久
留
米
市
境
ま
で
の
延

長
約
千
メ
ー
ト
ル
の
区
間
（
以
下
「
現
道
」
と
い
う
。
）
で

あ
り
、
東
村
山
市
と
東
久
留
米
市
を
東
西
に
結
び
、
地
域
の

産
業
、
経
済
及
び
地
域
住
民
の
日
常
生
活
を
支
え
る
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
道
は
、
都
道
に
お
け
る
道
路
構
造
の

技
術
的
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例

第
百
四
十
七
号
。
以
下
「
都
道
路
構
造
条
例
」
と
い
う
。
）

に
規
定
す
る
車
線
の
幅
員
を
満
た
さ
な
い
最
小
車
道
幅
員
三

・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
一
車
線
道
路
で
あ
り
、
沿
道
に
家
屋
が

近
接
し
て
い
る
た
め
自
動
車
の
す
れ
違
い
が
困
難
で
あ
り
、

か
つ
、
曲
線
部
の
見
通
し
も
悪
い
こ
と
か
ら
、
毎
年
交
通
事

故
が
発
生
し
て
い
る
。
加
え
て
、
歩
車
道
が
分
離
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
歩
行
者
及
び
自
転
車
の
安
全
な
利
用
、
と
り
わ

け
通
学
児
童
等
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

東
京
都
の
「
平
成
二
十
七
年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
一
般

交
通
量
調
査
結
果
」
に
よ
る
と
、
現
道
に
お
け
る
自
動
車
交

通
量
は
七
百
七
十
五
台
／
十
二
時
間
、
自
転
車
交
通
量
は
四

百
二
十
二
台
／
十
二
時
間
、
歩
行
者
交
通
量
は
百
二
十
三
人

／
十
二
時
間
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
本
事
業
は
、
現
道

を
都
道
路
構
造
条
例
第
四
種
第
二
級
の
規
格
に
よ
る
二
車
線

道
路
の
バ
イ
パ
ス
方
式
で
整
備
す
る
も
の
（
以
下
「
バ
イ
パ

ス
道
路
」
と
い
う
。
）
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
起
業
地
の
前
後

区
間
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
九
月
ま
で
に
供
用
開
始
を
行

っ
て
い
る
。

本
事
業
が
完
成
す
る
こ
と
で
、
安
全
か
つ
円
滑
な
自
動
車

交
通
に
よ
り
地
域
間
の
利
便
性
が
向
上
し
、
歩
道
及
び
自
転

車
通
行
帯
の
設
置
に
よ
り
歩
行
者
等
の
安
全
性
及
び
快
適
性

が
確
保
さ
れ
る
ほ
か
、
現
道
に
お
い
て
は
、
通
過
交
通
が
排

除
さ
れ
良
好
な
住
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
災
害
時
に
は
、
東
村
山
市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、

東
村
山
市
役
所
等
の
物
資
拠
点
の
ほ
か
、
多
摩
北
部
医
療
セ

ン
タ
ー
、
東
京
病
院
等
の
災
害
拠
点
病
院
へ
の
輸
送
経
路
と

し
て
有
効
活
用
で
き
る
と
と
も
に
、
延
焼
遮
断
機
能
を
有
す

る
道
路
幅
員
を
確
保
し
、
無
電
柱
化
に
よ
り
災
害
時
の
電
柱

倒
壊
等
も
抑
制
で
き
る
こ
と
か
ら
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
に
貢
献
で
き
る
。

な
お
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
現
道
又
は
バ
イ
パ
ス
道

路
の
い
ず
れ
も
利
用
可
能
と
な
る
た
め
、
平
常
時
に
お
け
る

緊
急
車
両
の
到
着
遅
延
の
解
消
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の

利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡

失
わ
れ
る
利
益

本
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
二
条
第
四
項
及
び
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例

（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
五

号
に
規
定
す
る
対
象
事
業
で
は
な
い
が
、
令
和
三
年
度
に
起

業
者
が
、
同
法
等
に
準
じ
て
任
意
で
環
境
影
響
調
査
を
実
施

し
た
と
こ
ろ
、
大
気
質
、
騒
音
及
び
振
動
に
関
し
て
環
境
基

準
等
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
起
業
者

は
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
令
和
二
年
に
貴
重
な
動
植
物
等
に
関

し
て
東
京
都
環
境
局
と
協
議
を
行
っ
た
が
、
保
全
す
べ
き
動

植
物
は
見
当
た
ら
な
い
と
の
意
見
を
受
け
た
の
で
、
当
該
環

境
影
響
調
査
か
ら
は
除
外
し
て
い
る
。

ま
た
、
起
業
者
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
が

起
業
地
内
に
三
箇
所
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、

東
村
山
市
教
育
委
員
会
と
協
議
し
た
結
果
、
同
委
員
会
か
ら

発
掘
調
査
等
が
完
了
し
て
い
る
の
で
本
調
査
の
必
要
は
な
い

と
判
断
し
た
と
の
回
答
を
得
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は

軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢

事
業
計
画
の
合
理
性

本
事
業
は
、
自
動
車
交
通
の
円
滑
化
、
歩
行
者
及
び
自
転

車
の
安
全
性
の
向
上
、
地
域
の
防
災
機
能
の
向
上
等
を
目
的

と
し
て
、
二
車
線
道
路
を
バ
イ
パ
ス
方
式
で
整
備
す
る
も
の

で
あ
り
、
道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十

号
）
第
四
種
第
二
級
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
事
業
の
事
業
計
画
は
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
二

十
六
日
付
建
設
省
告
示
第
千
七
百
七
十
七
号
で
東
村
山
都
市

計
画
道
路
二
・
二
・
十
号
久
留
米
東
村
山
線
と
し
て
都
市
計

画
決
定
さ
れ
た
後
、
平
成
元
年
六
月
二
十
三
日
付
東
村
山
市

告
示
第
六
十
七
号
で
都
市
計
画
変
更
さ
れ
た
東
村
山
都
市
計

画
道
路
三
・
四
・
五
号
久
留
米
東
村
山
線
と
、
幅
員
構
成
、

道
路
線
形
等
の
基
本
的
内
容
が
整
合
し
て
い
る
。
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し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
事
業
計
画
は
合
理
的
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共

の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公

共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

四

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

㈠

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

三
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
道
が
狭
小
な
一
車
線
道
路
で

歩
行
者
及
び
自
転
車
の
安
全
な
通
行
に
支
障
を
来
し
て
い
る

こ
と
、
震
災
時
の
み
な
ら
ず
平
常
時
に
お
い
て
も
緊
急
自
動

車
等
の
通
行
路
と
し
て
バ
イ
パ
ス
道
路
が
重
要
な
役
割
を
果

た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
本
事
業

を
施
行
し
て
交
通
機
能
の
円
滑
化
を
図
る
と
と
も
に
、
歩
行

者
の
安
全
性
の
向
上
及
び
地
域
の
防
災
機
能
の
向
上
を
図
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
バ
イ
パ
ス
道
路
の
築

造
に
要
す
る
最
小
限
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の

事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
本
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ

れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使

用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使

用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二

十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を

全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

第
五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場

所

東
村
山
市
役
所

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
廻
田
町
一
丁
目
九
番
三

十
八
、
同
番
三
十
八
地
先
、
十
番

三
十
一
及
び
同
番
三
十
七

港
区
高
輪
三
丁
目
二
十
二
番
九

号タ
マ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

玉
木

伸
弥

東
久
留
米
市
下
里
一
丁
目
千
百
七

十
九
番
五
か
ら
同
番
十
ま
で
（
第

一
工
区
）

東
久
留
米
市
下
里
一
丁
目
六
番

三
十
四
号

島
﨑

秋
男

島
﨑
喜
美
子

府
中
市
南
町
四
丁
目
五
番
三
十
八
、

同
番
三
十
八
地
先
、
同
番
四
十
二
、

同
番
四
十
六
か
ら
同
番
五
十
四
ま

で
、
同
番
五
十
六
、
同
番
五
十
七
、

六
番
二
十
六
及
び
同
番
三
十
三
の

一
部

府
中
市
南
町
四
丁
目
五
番
地
の

三

髙
野

公
子

小
平
市
小
川
町
一
丁
目
千
百
十
四

番
二
、
同
番
三
、
同
番
五
及
び
千

百
十
五
番
五

東
大
和
市
向
原
六
丁
目
九
百
三

十
八
番
の
二
明
恵
ビ
ル
一
階

株
式
会
社
住
健
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

代
表
取
締
役

中
澤

清

清
瀬
市
上
清
戸
一
丁
目
四
百
五
十

六
番
四

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行
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